
第２節 環境影響評価の実施

環境影響評価（環境アセスメント）は、大規模な開発事業等の実施前に、事業者自らが環境影響について評価を行

い、環境保全に配慮する仕組みであり、環境アセスメントの推進は、環境悪化を未然に防止し、持続可能な社会を構

築していくための極めて重要な施策です。

わが国では、昭和５０年代に、「環境影響評価法」の制定に向けた努力がなされ、昭和５６年に法案が国会に提出され

ましたが、昭和５８年衆議院解散に伴って廃案となりました。廃案後、当面実効のある措置を講じるために、昭和５９年

８月に法案要綱をベースとして「環境影響評価実施要綱」が閣議決定され（閣議決定要綱）、これに基づき環境アセ

スメントが実施されてきました。また、この他に、港湾法、公有水面埋立法等の個別法、発電所の立地に関する通産

省省議決定等の行政指導等に基づき環境アセスメントが実施されてきました。

その後、平成５年の環境基本法の国会審議や環境基本計画で示され政府方針を踏まえ、平成６年７月から平成８年

６月にかけて、関係省庁が一体となって内外の環境影響評価制度の実施状況等に関する総合的な調査研究を実施しま

した。その結果を受け、平成８年６月２８日に内閣総理大臣から中央環境審議会に対し、「今後の環境影響評価制度の

在り方について」諮問が行われました。

中央環境審議会では、国民各界各層から意見聴取を行い、平成９年２月１０日に法制化に向けた答申を公表しました。

環境庁は、この答申に示された基本原則を受けて、政府部内の調整を行い、３月２８日には「環境影響評価法案」が閣

議決定され、国会に提出されました。

こうして、環境影響評価法は、平成９年５月６日に衆議院本会議において可決され、６月９日に参議院本会議にお

いて可決され成立し、６月１３日に公布されました。平成９年１２月３日に施行令、１２月１２日に環境影響評価に係る基本

的事項が公布され、平成１０年６月１２日に施行規則及び技術指針等を定めた主務省令が公布され、平成１１年６月１２日か

ら全面的に施行されました。

本県においても、平成４年８月２５日に徳島県環境影響評価要綱を告示し、平成５年２月１日から施行しています。

本県においては、先の個別法令、要綱等の規定に基づき実施されている各種事業等に係る環境影響評価について、環

境保全の立場から審査・指導・助言等を行っています。平成８年５月２９日に建設省所管事業に係る環境影響評価実施

要綱の一部が改正され、対象事業に堰の建設が追加されたことをかんがみ、平成９年２月１０日に徳島県環境影響評価

要綱を改正し、対象事業に堰の建設を追加しました。

また、国において環境影響評価法が定められたこと及び他県等において環境影響評価制度の見直し作業が進められ

ていること、並びに、本県においては「徳島環境プラン」や「徳島県新長期計画」において環境影響評価制度の見直

しを唱えていること、及び、平成１１年３月に公布された「徳島県環境基本条例」において環境影響評価の推進が打ち

出されていることから、平成１０年１１月４日に徳島県環境審議会に対し、「徳島県環境影響評価条例（仮称）のあり方

について」諮問を行い、平成１１年１１月１５日に同審議会から答申がなされました。

この答申を踏まえた条例案が、平成１２年２月議会で可決され、平成１２年３月２８日に「徳島県環境影響評価条例」が

制定され、公布しました。

平成１３年８月８日には対象事業の規模等を定めた「徳島県環境影響評価条例施行規則」を公布、平成１３年３月２７日

には環境影響評価及び事後調査についての技術的事項を定めた「徳島県環境影響評価技術指針」を告示し、平成１３年

３月２７日から徳島県環境影響評価条例を全面的に施行しました。
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